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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75

歳
以
上
の
方
、
ま
た
は
一
定
の
障

が
い
の
あ
る
65
歳
以
上
の
方
を
対

象
と
し
た
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　

令
和
５
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
７
月

中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
保
険
料
額

は
、
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
が
令
和
４
年
中
の
所
得
に

応
じ
て
決
定
し
て
い
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
め
方

 

特
別
徴
収

　

年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
に
よ
る
納
付

と
な
り
ま
す
。

 
普
通
徴
収

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

め
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い

る
方
は
、
納
め
忘
れ
の
心
配
が
な

く
、
納
付
の
手
間
を
省
け
る
口
座

振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

市
内
各
金
融
機
関
や
市
役
所
で

随
時
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

※

普
通
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、

年
金
の
年
額
が
18
万
円
以
下
の

方
、
老
齢
福
祉
年
金
の
み
受
給
中

の
方
な
ど
で
す
。

※

年
度
途
中
に
納
付
対
象
と
な
っ
た

方
は
、
郵
送
す
る
納
付
書
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。

●
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
が
停
止

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

例
年
、
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

方
で
あ
っ
て
も
、
介
護
保
険
料
な

ど
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
年
金
差

し
引
き
が
停
止
さ
れ
、
納
付
書
が

同
封
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

通
知
が
届
き
次
第
、
納
付
方
法
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
口
座
振
替
へ
の
変
更
に
つ
い
て

　

市
内
各
金
融
機
関
や
市
役
所
で

随
時
、
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

・
特
別
徴
収
の
方

　

金
融
機
関
で
手
続
き
の
後
、
本

人
控
え
を
本
庁
舎
１
〜
４
番
窓
口

ま
た
は
二
ツ
井
町
庁
舎
２
番
窓
口

に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
普
通
徴
収
の
方

　

申
し
込
み
月
の
翌
月
分
か
ら
口

座
振
替
に
な
り
ま
す
。

※

確
定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除

に
つ
い
て…

特
別
徴
収
の
場
合
、

社
会
保
険
料
控
除
は
本
人
分
と

な
り
ま
す
。普
通
徴
収
の
場
合
、

本
人
ま
た
は
生
計
を
一
に
し
た

親
族
な
ど
が
控
除
対
象
と
な
り
、

口
座
振
替
の
場
合
は
、
口
座
名
義

人
が
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
納
付
が
困
難
な
場
合

　

災
害
や
失
業
に
よ
り
著
し
く
所

得
が
減
少
し
た
場
合
な
ど
、
特
別

な
事
情
に
よ
り
生
活
に
困
窮
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
猶
予

や
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
市
民
保
険
課

　
　
　
　
　
　

☎
89
・
２
１
５
９

　

地
域
局
市
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
　

☎
73
・
２
１
１
４

納
入
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

令和５年度の後期高齢者医療保険料
保険料（年額）

所得割額
（４年中の総所得金額-43万円）×8.27％
※総収入額から必要経費や公的年金控除を引いた金額

保険料が軽減される場合があります
①所得が低い世帯の方
　被扶養者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減さ
れます。
②社会保険などの被扶養者であった方
　所得割額がかからず、均等割額が５割軽減されます。
（制度加入後２年間のみ適用）

帯主と被保険者の総所得金額などが
下記の基準を超えない世帯

令和５年度から
軽減割合 均等割額

43万円
＋（給与・年金所得者等の数-１）×10万円 ７割 13,293円

43万円
＋（給与・年金所得者等の数-１）×10万円
+29万円×世帯の被保険者数

５割 22,155円

43万円
＋（給与・年金所得者等の数-１）×10万円
＋53万５千円×世帯の被保険者数

２割 35,448円

軽減後の均等割額（改定後）

均等割額　44,310円

※


